
－157－

令和３年第１回熊野町議会定例会

会議録（第４号）

１．招集年月日 令和３年３月９日

２．招集の場所 熊野町議会議場

３．開議年月日 令和３年３月１８日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．出席議員（１５名）

１番 水 原 耕 一 ２番 福垣内 邦 治

３番 光 本 一 也 ４番 中 島 数 宜

５番 尺 田 耕 平 ６番 竹 爪 憲 吾

７番 諏訪本 光 ８番 沖 田 ゆかり

９番 片 川 学 １０番 時 光 良 造

１１番 民 法 正 則 １２番 荒 瀧 穂 積

１３番 山 吹 富 邦 １５番 中 原 裕 侑

１６番 大瀬戸 宏 樹

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．欠席委員（１名）

１４番 山 野 千佳子

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 岩 田 秀 次

教 育 長 林 保

総 務 部 長 宗 條 勲

住 民 生 活 部 長 貞 永 治 夫

健 康 福 祉 部 長 時 光 良 弘

建 設 農 林 部 長 沖 田 浩

教 育 部 長 横 山 大 治

総 務 部 次 長 堀 野 辰 夫
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住民生活部次長 立 花 太 郎

健康福祉部次長 西 岡 隆 司

建設農林部次長 堂 森 憲 治

建設農林部技術次長 寺垣内 栄 作

教 育 部 次 長 隼 田 雅 治

財 務 課 長 西 川 伸一郎

政 策 企 画 課 長 須 賀 雅 彦

産 業 観 光 課 長 榎 並 正 和

収 納 管 理 課 長 福 嶋 春 樹

防 災 安 全 課 長 花 岡 秀 城

高齢者支援課長 西 村 ゆ り

子育て支援課長 佛 圓 至 裕

健 康 推 進 課 長 桐 木 和 義

生 活 環 境 課 長 宗 像 雅 充

農 林 緑 地 課 長 堀 野 准

上 下 水 道 課 長 多久見 良 数

会 計 課 長 穂 坂 俊 彦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 西 村 隆 雄

議会事務局書記 尾 濵 宏 教

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．議 事 日 程（第４号）

開 会 宣 告

日程第 １ 議案第２３号 熊野町教育委員会教育長の任命の同意について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．議事の内容

（開会 ９時３０分）

○議長（大瀬戸） ただいまの出席議員は１５名です。定足数に達していますので、１２

日に引き続き、会議を再開します。
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本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（大瀬戸） これより日程第１、議案第２３号、熊野町教育委員会教育長の任命の

同意についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第２３号、熊野町教育委員会教育長の任命の同意につきまして、提

案理由を御説明申し上げます。

熊野町教育委員会の林保教育長の任期が、令和３年３月３１日をもって満了すること

に伴い、新たな教育長の任命について議会の同意を求めるものでございます。

今回、任命の同意を求めます平岡弘資氏は、お手元にお配りしている履歴書にござい

ますとおり、現在、熊野町立第一小学校長を務められております。これまでに、広島県

西部教育事務所芸北支所長を歴任されるなど、学校教育・教育行政に対する幅広い見識

をお持ちであり、今後の本町における教育行政の推進に当たり、教育委員会教育長とし

て適任であると考え、ここに任命同意を求めるものでございます。

御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（大瀬戸） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

荒瀧議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１２番（荒瀧） 座っとっていいんですかね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（大瀬戸） いえ、起立で願います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１２番（荒瀧） まずもちまして、林教育長におかれましては大変御苦労でございまし

た。感謝をしております。サッカーで始まって、サッカーで終わるのかなと。ほんと不

易流行の教育行政の中にあって幅広い人脈をお持ちで、女子リーグのいろんな方を人脈

を伝ってお呼びになられたと。そういう中では、本来の教育のお力があまり発揮されに

くかったのかなと。途中でいえば、教育行政の教育委員会中心から首長中心という行政
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の変更もございました。

そんな中、せんだっての施政方針演説の中にもございますが、教育のウエートの中で

は、ビジョンとしてもう一度町長に教育行政、特に生涯学習、工房の活用というのが前

の前の町長は随分熱心でございました。そのときにも併せて今の周辺整備もあったわけ

でございますけども、今手がけようとされていらっしゃるのもその公園の一部だと思い

ます。

もう一つ、今度の教育長に対する期待、町長の期待をお伺いしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（大瀬戸） 三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 荒瀧議員の御質問でございますが、生涯学習につきましても力を入れて

いきたいと思います。

それから、新しく任命します平岡教育長、新教育長になりますが、非常に人格とも立

派な方であります。いろんな教育の中でも「知・徳・体」と申しますが、全てについて

林教育長と同様に、リーダーとして教育行政を引っ張っていただけるものと考えており

ます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（大瀬戸） 荒瀧議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１２番（荒瀧） 町長の口から人格という言葉が出てまいりました。教育の目的は、最

終目的、人格の形成でございます。教育基本法のもとのもとでございます。そんな中、

せんだっても質問申し上げましたが、人格は非常に見えづらいんです。町長の期待され

た方が、後からそういう問題が起こってくる。この方はそういう方ではないと思うんで

すが。

人格。これは、高等教育を受けて今の総務省の東大レベルを出られた方もああいう状

態になる。組織に入ると教育を受けた方の人格が本当に形成されとるのかと、今国民全

体は疑問に思っているように思います。

もう一度、人格とは、町長、どういうふうに考えていらっしゃいますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（大瀬戸） 町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 人格は教育基本法にも定められておりますが、当然、いろんなことをや

るときに基礎になるものでございます。それを磨くように、私も含めて努めてまいりた

いと思っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（大瀬戸） 荒瀧議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１２番（荒瀧） 今日、実はちょっと文章を読もうと思って、持ってこようと思ってお

ったんですが忘れまして、司馬遼太郎の２１世紀を生きる君たちへという文章がござい

ます。この中に、鎌倉時代の武士の人格をほめております。ぜひ子供たちにも大先輩、

司馬遼太郎などの文章と対話しながら、人格というのは非常につかみづろうございます。

熊野町は幸い、森戸辰男先生の自主自立という熊野中学校の書がございます。こういう

ものも改めて自覚をしながら、自らの姿も見直し、ぜひ組織の中であっても人格が発揮

できる組織、これを日本全体で考え直す時期に入っていると思います。

終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（大瀬戸） ほかに質問はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（大瀬戸） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（大瀬戸） これをもって討論を終結します。

これより議案第２３号について採決します。

本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（大瀬戸） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号については、原案のとおり可決されました。

以上で本日の日程は全て終了しました。
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それでは、本日はこれにて散会とします。

お疲れさまでした。

（散会 ９時３７分）
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上記の記録の内容が正確であることを証するため署名する。

熊野町議会議長

署名議員

署名議員

署名議員


